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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高感度を維持し、かつ、赤外線吸収膜の劣化を
低減することが可能な赤外線センサを提供する。
【解決手段】基板と、基板内部に形成されたキャビティ
と、キャビティに対応したメンブレン領域内に、感熱素
子の上部に形成された母材が第１の有機材料である吸収
膜吸収層９と、吸収膜吸収層上に形成されるとともに、
吸収膜吸収層を被覆する第２の有機材料である吸収膜保
護層１０とを有し、吸収膜吸収層および吸収膜保護層の
積層方向と直交する方向において、吸収膜保護層の端部
がメンブレン領域の内部に形成された赤外線センサであ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板内部に形成されたキャビティと、
　前記キャビティに対応したメンブレン領域内に形成された感熱素子の上部に形成された
母材が第１の有機材料である吸収膜吸収層と、
　前記吸収膜吸収層上に形成されるとともに、前記吸収膜吸収層を被覆する第２の有機材
料である吸収膜保護層とを有し、
　前記吸収膜吸収層および前記吸収膜保護層の積層方向と直交する方向において、前記吸
収膜保護層の端部が前記メンブレン領域の内部に形成された赤外線センサ。
【請求項２】
　前記吸収膜保護層は前記吸収膜吸収層と同等か、それ以上の赤外線透過特性を有するこ
とを特徴とした請求項１に記載の赤外線センサ。
【請求項３】
　前記吸収膜保護層と前記吸収膜吸収層との積層構造における赤外線反射特性は、前記吸
収膜保護層および前記吸収膜吸収層の各々の赤外線反射特性に対し、同等かそれ以下であ
る請求項１または２に記載の赤外線センサ。
【請求項４】
　前記吸収膜保護層が前記吸収膜吸収層の形状をトレースする形で形成されること特徴と
する請求項１ないし３のいずれか一項に記載された赤外線センサ。
【請求項５】
　前記第１の有機材料は架橋反応により硬化するとともに、感光性を有する有機材料であ
ることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記載の赤外線センサ。
【請求項６】
　基板上に形成された感熱素子と、前記感熱素子の上部に形成された母材が第１の有機材
料である吸収膜吸収層と、前記吸収膜吸収層上に形成されるとともに、前記吸収膜吸収層
を被覆する第２の有機材料である吸収膜保護層とを有し、前記吸収膜保護層は前記吸収膜
吸収層と同等か、それ以上の赤外線透過特性を有することを特徴とした赤外線センサ。
【請求項７】
　前記吸収膜保護層と前記吸収膜吸収層との積層構造における赤外線反射特性は、前記吸
収膜保護層および前記吸収膜吸収層の各々の赤外線反射特性に対し、同等かそれ以下であ
る請求項６に記載の赤外線センサ。
【請求項８】
　前記吸収膜保護層が前記吸収膜吸収層の形状をトレースする形で形成されること特徴と
する請求項６または７に記載された赤外線センサ。
【請求項９】
　前記第１の有機材料は架橋反応により硬化するとともに、感光性を有する有機材料であ
ることを特徴とする請求項６ないし８のいずれか一項に記載の赤外線センサ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、赤外線センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　赤外線センサは従来より温度センサや、変位を熱量とする様々な応用センサとして開発
され、小型で安価なセンサとして使用されている。近年では薄膜、ＭＥＭＳ技術を用いる
事により、さらに小型化、高感度化が進んでおり、従来では検知できないほどの微少な熱
量を検知できるようになったことによりさらなるアプリケーションの多様化が進み、高速
応答のガスセンサや、アレイ化による人感センサなどにも応用されるようになった。
【０００３】
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　赤外線を検知し、それを信号に変換しセンシングする手法は、例えばゼーベック効果を
使用した、サーモパイルであったり、材料の温度による抵抗変化を使用した、白金抵抗体
や、サーミスタなどが上げられる。いずれの方式においても熱容量を極小化することによ
り赤外線に対する感度が上昇し、非接触にて物質の温度を測定できたり、微小な温度変化
を検知することが可能になったが、さらなる感度向上の為には極微小な熱量を拡散させず
瞬時に捉えることが必要となり、各高感度赤外線センサにおいては赤外線を吸収する赤外
線吸収膜を備えているセンサが多く見られるようになった。
【０００４】
　赤外線吸収膜としては、金黒膜が一般的に知られており、赤外線吸収効率もほぼ１００
％に近く、材料としては有効であるが、この材料はほぼ粉に近いため吸収膜自体の機械的
強度が無く、形成後に容易に壊れる為、メンブレン領域を持つ薄膜型センサにおいては一
番強度が弱くなるであろうメンブレン領域に対応するキャビティ形成後に形成せざるを得
ず、かつ所望のサイズにパターニングしなければならない為、フォトリソ工程とそのフォ
トリソを剥離する工程とを通すことにより、肝心のメンブレン領域の構造物が破壊され、
歩留りが低下しコスト高になってしまうという問題がある。
【０００５】
　有機膜はそれ自体が赤外線吸収効果をもつ為、有機物を赤外線を吸収膜として利用する
方法は有効である。金属黒化膜と比較して軽い為メンブレン領域の構造物の歩留りも向上
する。しかし、近年の赤外線センサの様々な用途を考慮すると赤外線吸収膜はセンサ素子
の最外層となるため、使用用途に応じた特性や環境耐性も考慮しなければならない。
【０００６】
　有機物吸収膜は赤外線吸収特性向上の為、赤外線を吸収するフィラーを添加し、かつ厚
く形成することにより吸収効果を向上させたり、多孔質化による空洞効果を赤外線吸収に
利用したりすることで金黒膜と同等の吸収効果を得ることができる。しかし、近年多様化
する赤外線センサの用途で、例えば高速応答性が必要になるセンサとして使用したい場合
は吸収膜を厚く形成することはメンブレン領域の熱容量の増大を招き、結果応答速度が劣
化してしまう。又、多孔質化による空洞効果を利用する場合は吸収膜自体は薄く形成する
ことが可能であるが、例えばガスセンサ等に使用する場合はセンサ素子を気密封止できな
いため、孔質が被毒化し徐々にセンサ感度が低下する問題が考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許３９２８８５６号公報
【特許文献２】特開平０９－２８８０１０号公報
【０００８】
　上記問題を解決する為に、例えば特許３９２８８５６号のように無機物である金属多孔
質膜を形成する手法がある。多孔質膜はその空洞効果により赤外線吸収効率を高めるため
、高効率の赤外線吸収効果をもつ。またこの手法で形成された多孔質膜は無機膜である為
、薄膜プロセスの耐性は高く、メンブレン領域に対応するキャビティ形成前に吸収膜構造
を形成することが可能である為、メンブレン領域の構造物の歩留り向上も確保でき、結果
センサを安価に製造できる利点をもつ。
【０００９】
　又、特開平０９－２８８０１０号公報の様に孔質ＳｉО２膜、及び有機膜との組み合わ
せも有効と思われる。孔質シリカや有機膜自体も金黒やカーボンブラックほどではないが
、赤外線吸収効果は期待でき、厚く形成することによって十分な赤外線吸収効果が得られ
る。またこの２つの材料も薄膜プロセス耐性が高い為生産性も十分といえる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１では、金属多孔質による赤外線吸収効果を利用している。吸収効果は高いの
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だが、密度の高い金属材料を使用するため、たとえ多孔質で形成しても、主となるメンブ
レン領域の構造物に対して重量が重くなる。吸収膜は受光した赤外線熱量を拡散させない
為に可能な限りメンブレン領域の内部に形成することが望ましいので重量がある金属多孔
質膜を保持する為のメンブレン領域の強度が必要となり、結果メンブレン領域の内部に存
在する保護膜の厚みが厚くなり、熱容量が大きくなってしまうという懸念がある。又、ミ
クロンオーダーの金属膜を表面よりエッチングするには表面濡れ性の影響を大きく受ける
為、プロセス過程におけるバラツキが懸念される。エッチング液が吸収膜底面まで浸透し
ない場合はその底面で赤外線が反射してしまい、プロセス安定性の難易度は比較的高くな
ってしまうことが懸念される。さらにセンサ素子として考えると金属他孔質膜は素子の最
表面に形成されるため、被毒や腐食により、センサの使用環境によっては使用できないと
いう問題がある。
【００１１】
　特許文献２では、赤外線を吸収する有機材料を用い、赤外線吸収効果が高いフィラーを
添加することによりセンサ感度の向上と共に、プロセス耐性のある材料を選択することで
センサ特性と生産性の向上が見込まれる。しかし、有機材料の赤外線透過特性は材料によ
り異なり、さらには吸収効果の高いフィラー、例えばカーボン等の分散プロセスやフォト
リソプロセスも母材となる有機材料により難易度が変化する為、多様化する赤外線センサ
の環境耐性に対応する為には、それぞれの使用状況下において最適な有機材料と吸収膜形
成プロセスを開発しなければならない。さらには有機材料で最も赤外線吸収効果の得られ
る多孔質化は吸収膜が最外層にあると余分な水分や、環境ガスを吸着してしまう為、好ま
しくない。
【００１２】
　上記の問題は最外層に保護層を形成することでも解決できるが保護層自体もセンサ全体
の熱容量に寄与してしまう為、例えば赤外線の吸収効果の高い材料を用いたり、保護層を
メンブレン領域の外部まで形成してしまうと、保護層で吸収した熱量を感熱膜に伝える前
に基板側に逃がしてしまい、結果センサの出力感度が劣化するという問題がある。
【００１３】
　上記の問題点を解決する為、本発明では、高感度を維持し、かつ、赤外線吸収膜の劣化
を低減することが可能な赤外線センサを提供することを目的課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明は、基板と、基板内部に形成されたキャビティと、
キャビティに対応したメンブレン領域内に形成された感熱素子の上部に形成された母材が
第１の有機材料である吸収膜吸収層と、吸収膜吸収層上に形成されるとともに、吸収膜吸
収層を被覆する第２の有機材料である吸収膜保護層とを有し、吸収膜吸収層および吸収膜
保護層の積層方向と直交する方向において、吸収膜保護層の端部がメンブレン領域の内部
に形成された赤外線センサとする。
【００１５】
　吸収膜吸収層を被覆する第２の有機材料である吸収膜保護層の端部がメンブレン領域の
内部に形成されているので、吸収膜吸収層の劣化を低減することが可能であるとともに、
吸収膜保護層がメンブレン領域の外部まで存在する場合と比較して高感度とすることが可
能である。
【００１６】
　本発明は、吸収膜保護層は吸収膜吸収層と同等か、それ以上の赤外線透過特性を有して
いても良く、吸収膜保護層と吸収膜吸収層との積層構造における赤外線反射特性は、吸収
膜保護層および吸収膜吸収層の各々の赤外線反射特性に対し、同等かそれ以下であること
としても良い。
【００１７】
　本発明は、吸収膜保護層が吸収膜吸収層の形状をトレースする形で形成されていても良
い。



(5) JP 2014-190894 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

【００１８】
　本発明は、第１の有機材料は架橋反応により硬化するとともに、感光性を有する有機材
料であっても良い。
【００１９】
　本発明は、基板上に形成された感熱素子と、感熱素子の上部に形成された母材が第１の
有機材料である吸収膜吸収層と、吸収膜吸収層上に形成されるとともに、吸収膜吸収層を
被覆する第２の有機材料である吸収膜保護層とを有し、吸収膜保護層は吸収膜吸収層と同
等か、それ以上の赤外線透過特性を有することを特徴とした赤外線センサとしても良い。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、高感度を維持し、かつ、赤外線吸収膜の劣化を低減することが可能な
赤外線センサを提供することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態の赤外線センサ平面図である。
【図２】本実施形態の赤外線センサ断面図である。
【図３】比較例１（吸収膜無し）の断面図である。
【図４】比較例２（一般的に出力良好な金黒膜吸収膜）の断面図である。
【図５】比較例３の断面図である。
【図６】吸収膜効果素子出力比較である。
【図７】赤外線吸収膜のＦＴＩＲ透過率を示す図である。
【図８】赤外線吸収膜のＦＴＩＲ透過率を示す図である。
【図９】赤外線吸収膜第１と赤外線吸収膜の積層構造のＦＴＩＲ透過率を示す図である。
【図１０】赤外線吸収膜のＦＴＩＲ反射率を示す図である。
【図１１】赤外線吸収膜のＦＴＩＲ反射率を示す図である。
【図１２】赤外線吸収膜と赤外線吸収膜の積層構造のＦＴＩＲ反射率を示す図である。
【図１３】比較例４、６の構成図である。
【図１４】比較例５、７の構成図である。
【図１５】実施例２平面図である。
【図１６】実施例３平面図である。
【図１７】測定ブリッジ構成図である。
【図１８】素子出力比較である。
【図１９】メンブレン型赤外センサ素子製作フローである。
【図２０】プロセス耐性及び歩留比較である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明する。なお、本発明は
以下の実施形態に限定されるものではない。また以下に記載した構成要素には、当業者が
容易に想定できるもの、実質的に同一のものが含まれる。さらに以下に記載した構成要素
は、適宜組み合わせることができる。
【００２３】
　図１は、本実施形態の感熱素子を有する薄膜サーミスタ素子（２０－１、２０－２）の
基本構成を示す平面図である。図２は、図１に示す薄膜サーミスタ素子（２０－１、２０
－２）をＡ－Ａ´線に沿って切断した断面図である。
【００２４】
　薄膜サーミスタ素子（２０－１、２０－２）は、基板１、絶縁膜２、２つの一対の取り
出し電極（３Ａ、３Ｂ）、サーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）、保護膜６、取り出し電極（３
Ａ、３Ｂ）露出部上に形成された電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）から構成され、所定の間隔を
おいて形成される一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）と、これらの取り出し電極（３Ａ、
３Ｂ）上および取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）間に成膜されるサーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ
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）とで構成されている。なお、感熱素子は、２つの一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）、
サーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）を指す。
【００２５】
　基板１は、第１の主面１Ａ、及び、その裏面である第２の主面１Ｂを有しており、少な
くとも第１の主面１Ａには絶縁膜２が形成されている。基板１の材質としては、適度な機
械的強度を有し、且つエッチング等の微細加工に適した材質であればよく、特に限定され
るものではないが、例えば、シリコン（Ｓｉ）単結晶基板、サファイア単結晶基板、セラ
ミックス基板、石英基板、ガラス基板等が好適である。絶縁膜２としては、適度な機械的
強度を有し、且つ、公知の薄膜プロセスで容易に成膜できるものであればよく、特に限定
されるものではないが、例えば、Ｓｉ酸化膜、Ｓｉ窒化膜等が好適である。
【００２６】
　また、基板１には、薄膜サーミスタ素子（２０－１、２０－２）が配置される位置に、
より具体的には、サーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）が配置される位置に対応してキャビティ
（７Ａ、７Ｂ）が形成される。キャビティ（７Ａ、７Ｂ）は、第２の主面１Ｂ側から第１
の主面１Ａ側に向けて基板内部に凹部を有している。凹部は絶縁膜２が完全に露出してい
ることが好ましいが熱容量が大きく増加することがなければ除去残りがあってもよい。な
お、熱容量とは、所定の周波数を有する赤外線などのエネルギー源を材料が吸収すること
により発生する熱エネルギーの比率を指す。つまり、材料の重量が増加すれば（例えば、
膜厚が厚くなる）熱容量が増加し、同一のエネルギーに対して発熱速度は低下する。
【００２７】
　絶縁膜２の上に一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）が形成され、一対の取り出し電極（
３Ａ、３Ｂ）上および取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）間にサーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）が
形成される。また、サーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）を被覆して外気から遮蔽するための保
護膜６が形成されている。なお、保護膜６はサーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）を外気から遮
断する必要が無い構成であったり、吸収膜吸収層９、赤外線反射膜８および吸収膜保護層
１０が絶縁物で、サーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）と導電が無い状態であれば必須ではない
。取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）の材質としては、サーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）の成膜工
程や熱処理工程等に耐え得る耐熱性を有し、且つ、適度な伝導性を有する比較的高融点の
材質が好ましく、例えば、モリブデン（Ｍｏ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、タングステ
ン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）、パラジウム（Ｐｄ）、イリジウム（Ｉｒ）、又はこれらの
金属を２種類以上含む合金等が好適である。また電気信号を取り出すためには取り出し電
極（３Ａ、３Ｂ）に接続された電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）が各々の取り出し電極（３Ａ、
３Ｂ）に接続されるように形成される。電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）の材質としては、ワイ
ヤーボンドやフリップチップボンディング等の電気的接続が容易な材質、例えば、アルミ
ニウム（Ａｌ）、Ａｕ等が好適である。
【００２８】
　薄膜サーミスタ素子（２０－１）上には、保護膜６上に赤外線を吸収する吸収膜吸収層
９が形成されている。吸収膜吸収層９はスピンコーターで基板１の第１の主面１Ａ上に全
面に塗布され、ベーク処理を用いて仮硬化した後、フォトリソグラフィの工程により露光
、現像され、所望の形状にパターニングされる。あらかじめポア剤等を添加することによ
りアニーリング時やベーク時に吸収膜吸収層を多孔質化させても良い。なお、吸収膜吸収
層９は、母材が第１の有機材料からなり、所望の形状にパターニング可能であれば副成分
として赤外線を吸収する材料が含まれていても良い。ここで、副成分は、５０ｗｔ％未満
であれば良い。また、第１の有機材料は一種類とは限らず、所望の形状にパターニングさ
れる有機材料全体を指す。
【００２９】
　吸収膜吸収層９上には吸収膜保護層１０が形成される。吸収膜保護層１０はスピンコー
ターで基板１の第１の主面１Ａ上に全面に塗布され、ベーク処理を用いて仮硬化した後、
フォトリソグラフィの工程により露光、現像され、所望の形状にパターニングされる。こ
こで、吸収膜吸収層９の上面および側面である段差部は吸収膜保護層１０によって、被覆
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されている。つまり、吸収膜吸収層９の形状を被覆する形で、吸収膜吸収層９の形状より
も大きく所望の形状にパターニングされる。また、吸収膜保護層１０は吸収膜吸収層９よ
りも赤外線吸収効果の小さい有機材料が選択されている。このような材料選択と厚み、面
積の大きさの選択は本来の吸収膜吸収層９の赤外線吸収特性を損なわないことを目的とす
る。吸収膜保護層１０が吸収膜吸収層９より効果的な赤外線吸収効果をもつ材料であれば
、吸収膜保護層１０と吸収膜吸収層９とを合算した熱容量が増加するので、同一エネルギ
ーに対する発熱速度は低下してしまうので、センサとしての応答速度は低下する。さらに
、吸収膜保護層１０が吸収した赤外線吸収による発生した熱量は、吸収膜保護層１０とサ
ーミスタ薄膜４Ａ間の距離が吸収膜吸収層９とサーミスタ薄膜４Ａ間の距離より長くなる
ため、サーミスタ薄膜４Ａに伝達するまでの時間が長くなり、センサとしての応答速度は
さらに低下する。又、吸収膜保護層１０が吸収膜吸収層９を被覆することなく、吸収膜吸
収層９より小さくパターニングされると、耐薬品に対する保護層としての役目を果たさな
い。
【００３０】
　最後に基板１の第２の主面１Ｂをエッチングしてキャビティ（７Ａ、７Ｂ）を形成する
。ここで、キャビティ（７Ａ、７Ｂ）に対応した領域をメンブレン領域とする。メンブレ
ン領域は、キャビティ（７Ａ、７Ｂ）上の基板１の第１の主面１Ａの法線方向に存在する
構造物を含む領域である。なお、本実施形態では感熱素子は検知素子感熱膜４Ａおよび一
対の取り出し電極３Ａを指すものであるが、これに限るものではなく、検知素子感熱膜４
Ａはサーミスタ薄膜と異なる材料を使用してもよい。キャビティ７Ａは吸収膜吸収層９と
吸収膜保護層１０の積層構造よりも基板の第１の主面１Ａを法線とする平面で見た場合に
、大きく形成される。また、吸収膜保護層１０の端部がキャビティ７Ａの上部、すなわち
メンブレン領域の内部に存在することにより、赤外線吸収により発生した熱量をキャビテ
ィ７Ａの外部に伝達しにくいようにすることが可能となる。よって、吸収膜吸収層９と吸
収膜保護層１０の積層構造内部に効果的に赤外線吸収により発生した熱量を閉じ込めるこ
とによって、赤外線に対して高感度なセンサを実現する効果が得られる。なお、サーミス
タ薄膜（４Ａ、４Ｂ）の端部は、対応するキャビティ（７Ａ、７Ｂ）の上部、すなわちメ
ンブレン領域の内部に存在してもよく、キャビティ（７Ａ、７Ｂ）の外部に存在してもよ
い。また、取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）露出部のそれぞれの中心を結ぶ直線と概ね直交す
る方向の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）のそれぞれの端部は対応するキャビティ（７Ａ、７
Ｂ）の上部、すなわちメンブレン領域の内部に存在してもよく、キャビティ（７Ａ、７Ｂ
）の外部に存在してもよい。
【００３１】
（実施例）
　本実施形態に基づく本実施例の、薄膜サーミスタ素子（２０－１、２０－２）の製造方
法について説明する。薄膜サーミスタ素子（２０－１、２０－２）は赤外線センサ２０と
して使用するため、２つのメンブレン領域のそれぞれに対応して検知側素子（２０－１）
と、参照側素子（２０－２）とが隣接して形成される。検知側素子（２０－１）とは赤外
線を吸収し、発生した熱量を電気信号として検知する素子で本実施形態の吸収膜吸収層９
と吸収膜保護層１０の膜積層構造が形成される。又、参照側素子（２０－２）は検知側素
子（２０－１）との比較の為、赤外線を反射する赤外線反射膜８が形成される。それぞれ
の素子の赤外線照射による変化量の差をブリッジ回路として出力とする赤外線センサ２０
となる。すなわち、参照側素子（２０－２）は赤外線を反射するので実質的に環境温度を
検知し、検知側素子（２０－１）は環境温度と赤外線吸収とによる温度を検知するので、
ブリッジ回路によって実質的に赤外線による変化量を求めることが可能となっている。
【００３２】
　図１と図２に示すように、基板１として、基板表面の面方位が（１００）である（１０
０）Ｓｉ基板を用意し、基板１の第１の主面１Ａに絶縁膜２としてＳｉ酸化膜を成膜する
。Ｓｉ酸化膜を成膜するには、例えば、熱酸化法等を適用すればよい。絶縁膜２の膜厚は
、基板１との絶縁性が確保される程度に調整すればよく、例えば、０．１μｍ～１．０μ



(8) JP 2014-190894 A 2014.10.6

10

20

30

40

50

ｍ程度が好適である。本実施例では絶縁膜２として、二酸化珪素膜を０．５μｍ形成した
。
【００３３】
　次に、第１の主面１Ａ上の絶縁膜２上に一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）を形成する
。一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）を形成するには、例えば、スパッタ法等を用いて絶
縁膜２上に１５０ｎｍ～６００ｎｍ程度の一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）となる金属
薄膜（３Ａ、３Ｂ）を堆積し、フォトリソグラフィ工程によってエッチングマスクを形成
し、反応性イオンエッチングやイオンミリング等のドライエッチングでこの金属薄膜（３
Ａ、３Ｂ）を所定の電極形状に加工して、取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）を形成する。なお
、金属薄膜である一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）と絶縁膜２との間の密着性を高める
には、チタン（Ｔｉ）等の密着層を５～１０ｎｍ程度介在させるのが好ましい。本実施例
では取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）としてＰｔ／Ｔｉ膜を使用した。Ｐｔはスパッタ法にて
０．１μｍ形成し、密着層として、二酸化珪素と相性の良い、Ｔｉを選択した。なお、Ｐ
ｔはスパッタ法にて１００ｎｍ形成した。この後、ドライエッチングを用いて、一対の取
り出し電極（３Ａ、３Ｂ）を形成した。ここで、後述する取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）露
出部のそれぞれの中心を結ぶ直線と概ね直交する方向の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）のそ
れぞれの端部が、対応するキャビティ（７Ａ、７Ｂ）の上部に存在するように形成した。
【００３４】
　次に、サーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）としての複合金属酸化膜（４Ａ、４Ｂ）を、スパ
ッタ法により取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）上に堆積し、ウェットエッチングにより複合金
属酸化膜（４Ａ、４Ｂ）を所定形状にパターニングする。ここで、サーミスタ薄膜（４Ａ
、４Ｂ）は一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）上の一部および一対の取り出し電極（３Ａ
、３Ｂ）間の一部に連続した形状でパターニングする。また、サーミスタ薄膜（４Ａ、４
Ｂ）の端部が対応するキャビティ（７Ａ、７Ｂ）の外部に存在するようにパターニングし
た。すなわち、一対の取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）間に電圧を印加することにより発生す
る電流はサーミスタ薄膜（４Ａ、４Ｂ）に流れる。本実施例では、基板温度６００℃、成
膜圧力１．０Ｐａ、ＲＦパワー２００Ｗのスパッタ条件でＡｒガスを用い、Ｍｎ－Ｃｏ－
Ｎｉ系酸化物を取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）上に０．４μｍ堆積した。次に、塩化第二鉄
水溶液を用いたウェットエッチングで所定形状に加工し、焼成炉を用いてＭｎ－Ｃｏ－Ｎ
ｉ系酸化物膜に大気雰囲気で６００℃で２時間の熱処理を施した。
【００３５】
　保護膜６として二酸化珪素膜を形成する。保護膜６としては二酸化珪素や窒化珪素等、
絶縁性、耐湿性を有する膜であれば良い。本実施例では、テトラエトキシシランという有
機金属材料を用いたＴＥＯＳ－ＣＶＤ法により、０．４μｍの膜厚で二酸化珪素を基板全
面に成膜した。
【００３６】
　次に検知側素子（２０－１）上に吸収膜吸収層９をスピンコートにより塗布した。本実
施例では３０００ｒｐｍ、３０秒にて膜厚１．４μｍで形成した。材料はネガ型感光性樹
脂にカーボンが含まれる市販レジスト、ブラックマトリクスレジストを用いた。カーボン
の含有量は１０ｗｔ％であった。ベーク処理を用いて仮硬化した後、フォトリソグラフィ
の工程により露光、現像し、基板１の主面１Ａの法線と直交する方向で、一対の取り出し
電極（３Ａ、３Ｂ）の電極間を完全に覆うようにパターニングした。
【００３７】
　次に検知側素子（２０－１）上に吸収膜保護層１０をスピンコートにより塗布した。本
実施例では３０００ｒｐｍ、３０秒にて膜厚３．０μｍで形成した。材料は市販されてい
るポリイミド感光性樹脂を使用した。ベーク処理を用いて仮硬化した後、フォトリソグラ
フィの工程により露光、現像し、吸収膜吸収層９を完全に覆い、かつその端部がメンブレ
ン領域の内部に存在するようにパターニングした。パターニング後に２２０℃１２０分の
ベークを行い完全硬化させた。
【００３８】
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　このとき、図１５に示されるように赤外線センサ１５０は、吸収膜吸収層９および吸収
膜保護層１０が概ね円状または楕円状であり、かつ、基板１の第１の主面１Ａの法線から
見た場合に一対の取り出し電極３Ａ間の一部と重なる形状で形成された場合である実施例
２、及び、図１６に示されるように赤外線センサ１６０は、吸収膜吸収層９および吸収膜
保護層１０が十字状であり、かつ、基板１の主面１Ａの法線から見た場合に一対の取り出
し電極３Ａ間の一部と重なる形状で形成された場合である実施例３のように、吸収膜保護
層１０の形状が吸収膜吸収層９の形状をトレースする形で全面を覆うように形成すること
により、収膜吸収層９が吸収した赤外線により発生する熱量のサーミスタ薄膜４Ａ以外へ
の放熱を低減することが可能となり、最適の感度となる。ここで、トレースする大きさは
製造上のマージンを考慮して吸収膜保護層１０の端部を可能な限り吸収膜吸収層９と近づ
けることが好ましい。通常、マージンは１μｍ以上１０μｍ以下である。
【００３９】
　さらに、選択する材料としては、吸収膜保護層１０は吸収膜吸収層９よりも大きい赤外
線透過特性を有することが好ましい。また、吸収膜保護層１０と吸収膜吸収層９は、それ
らの積層構造における赤外線反射特性が吸収膜保護層１０と吸収膜吸収層９の各々の赤外
線反射特性に対し、同等かそれ以下の赤外線反射特性を持つことが好ましい。このように
選択することにより最適な応答速度が得られる。以下に説明する。
【００４０】
　図７に吸収膜吸収層９、図８に吸収膜保護層１０のＦＴ―ＩＲ、いわゆるフーリエ変換
型赤外分光法で評価した赤外線透過率の結果である。グラフの横軸は赤外線の波長（μｍ
）、縦軸は透過率（％）を示す。つまり、図７、図８においては、透過率が低い程、赤外
線の吸収効果が高いといえる。本実施例は、吸収膜吸収層９と吸収膜保護層１０の主成分
が有機材料であるため、ある特定の波長領域において特異的な透過率の減少が見られるが
、図からみて明らかなように吸収膜保護層１０のＦＴ―ＩＲの透過率は吸収膜吸収層９の
ＦＴ―ＩＲの透過率より大きいことがわかる。つまり、吸収膜保護層１０側から入射する
赤外線に対して、吸収膜保護層１０は吸収膜吸収層９に対して赤外線の透過を阻害しない
材料が選定されていることがわかる。これをデータで示すと、図９になる。図９は吸収膜
吸収層９と吸収膜保護層１０の第２の積層構造のＦＴ―ＩＲの透過特性であるが、図７と
図９を比較しても大きく透過特性が変化していないことがわかる。従って、吸収膜吸収層
９が赤外線を効率良く吸収することになりさらに、吸収膜保護層１０が存在することによ
り、吸収膜保護層１０が吸収膜吸収層９であると仮定した場合と比較して赤外線に対する
熱容量の増加が低減されているので、赤外線吸収により発生する熱量をサーミスタ薄膜４
に伝達することが可能となり、応答速度が速くなる。
【００４１】
　又、吸収膜保護層１０の第２の有機材料は赤外線センサ２０が使用される環境に応じて
有機材料の種類を選択できるが、有機材料の種類によって材料の熱伝導率が異なり、熱伝
導率の高い材料を使用した場合は赤外線からの熱を逃がしやすくする為、熱伝導率が低い
材料を使用した場合より赤外線センサ２０の出力が低下することが考えられる。しかし、
吸収膜保護層１０の端部をメンブレン領域の内部に形成することにより材料の熱伝導率に
よる赤外線センサ２０出力の低下を最小限に抑えることができる。本実施例１では熱伝導
率が０．２（Ｗ／℃）のポリイミドを使用したが、実施例４として熱伝導率が５．０（Ｗ
／℃）のシリコーン樹脂系材料を用い、形状、薄膜製作プロセスの条件は実施例１と同じ
にした赤外線センサ２００を製作した。なお、シリコーン樹脂系材料は、膜厚３．０μｍ
で形成した。また、ＦＴ―ＩＲの赤外線透過率が実施例１のポリイミド感光性樹脂とほぼ
同等となる材料を選択した。
【００４２】
　図１０、図１１、図１２はそれぞれ吸収膜吸収層９、吸収膜保護層１０、吸収膜吸収層
９と吸収膜保護層１０の積層構造のＦＴ―ＩＲの反射特性である。図１０、図１１の各々
のＦＴ―ＩＲの反射率と図１２の積層構造の反射率を比較して積層構造の反射率が各々の
反射率より小さくなるように積層構造が形成されていることがわかる。ここで、積層構造
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の反射率が小さくなっているので、吸収膜吸収層９が吸収した赤外線を吸収膜保護層１０
から外部に放出する割合を低減することが可能となっている。従って、高感度となる。さ
らに、吸収膜保護層１０は吸収膜吸収層９よりも大きい赤外線透過特性を有する構成とす
れば、より赤外線を効率よく吸収し、サーミスタ薄膜４に近い吸収膜吸収層９から赤外線
吸収により発生する熱量をサーミスタ薄膜４に伝達することが可能となるので、より応答
速度が速くなる。
【００４３】
　次に参照素子（２０－２）上に赤外線反射膜８を形成した。反射膜材料は白金を使用し
、リフトオフ法により所望の形状に形成した。赤外線反射膜８は赤外線センサ２０内に入
射した赤外線を感熱膜（４－Ｂ）に伝熱させないことが目的となる。ここで、赤外線反射
膜８を基板２に垂直１の第１の主面１Ａに垂直方向に投影した面は感熱膜（４－Ｂ）を全
面で覆うことが好ましい。赤外線反射膜８側から入射する入射赤外線に対して感熱膜が反
応しないことで、周囲温度の測定が可能になる。また、検知素子（２０－１）の感熱膜（
４－Ａ）は赤外線および周囲温度により抵抗値が変化するので、感熱膜（４－Ｂ）と抵抗
値に差が発生しその差を検出することで、赤外線を検知する赤外線センサ２０となる。そ
のため、赤外線反射膜８に使用する材料は一般的に赤外線を効率よく反射する金属材料が
使用され、中でも赤外線反射効率が良い白金が選択されることが多い。又、赤外線反射膜
８として赤外線反射材料を用いても若干の温度上昇は発生するが赤外線反射膜８をメンブ
レン領域の外部まで形成することで、赤外線反射膜８の温度上昇を基板１に逃がすことが
できる点で好ましい。
【００４４】
　次に、吸収膜保護層６の一部を反応性ドライエッチングにより除去し取り出し電極（３
Ａ、３Ｂ）露出部を形成し、取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）露出部上に電極ＰＡＤ（５Ａ、
５Ｂ）をリフトオフ法により形成した。電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）の材料はアルミニウム
（Ａｌ）を使用した。ここで、電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）はメンブレン領域の外部に形成
した。
【００４５】
　赤外線反射膜８及び電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）の形成は吸収膜吸収層９と吸収膜保護層
１０を形成した後に行われる。理由は以下の通りである。第１に仮に、吸収膜吸収層９を
形成する前に電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）が絶縁膜２上に存在すると、金属ＰＡＤ（５Ａ、
５Ｂ）と吸収膜吸収層９の母材である第１の有機材料が静電気力により密着し、吸収膜吸
収層９の形成が困難になる。第２に、仮に、吸収膜保護層１０を形成する前に赤外線反射
膜８及び金属ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）を形成すると、各プロセスにおけるフォトリソグラフ
ィの剥離工程で使用する有機溶剤に吸収膜吸収層９の材料が耐えられない場合がある。
【００４６】
　最後に、基板１の第２の主面１Ｂ側に、フォトリソグラフィ工程によってエッチングマ
スクを形成した後、フッ化物系ガスを用いたＤ－ＲＩＥ法等の反応性イオンエッチングに
よって、基板１を第２の主面１Ｂに対して垂直に深堀し、キャビティ（７Ａ、７Ｂ）を開
口する。Ｄ－ＲＩＥ法とは、Ｃ４Ｆ８ガスを用いて反応抑止膜（フルオロカーボン系ポリ
マー）をキャビティ（７Ａ、７Ｂ）の側壁に堆積させることにより、主としてＦラジカル
による化学的なサイドエッチングを抑制するためのプラズマデポジション工程と、ＳＦ６

ガスを用いてＦラジカルによる基板１の化学的エッチングとＦイオンによる反応抑止膜の
物理的エッチングとにより、基板１を略垂直に異方性エッチングするためのプラズマエッ
チング工程とを交互に繰り返して基板１を深堀する方法である。
【００４７】
（評価）
　以下に示す実施例及び比較例の赤外線センサについて、赤外線量を推定するための赤外
線量に相当する出力電圧の測定を行った。出力電圧を得るための回路として、実施例の赤
外線センサ２０および比較例の赤外線センサについて図１７に示す検知素子（２０－１）
と参照素子（２０－２）とを含むフルブリッジ回路を用いた。以下に説明する。
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【００４８】
　図１７に示すフルブリッジ回路は、第１の基準抵抗Ｒ１の一端と抵抗ＴＨｓを有する検
知素子（２０－１）の一端が接続され、第２の基準抵抗Ｒ１の他端が基準電位電源に接続
され、抵抗ＴＨｓを有する検知素子（２０－１）の他端がＧｎｄ電位に接続され、第２の
基準抵抗Ｒ２の一端と抵抗ＴＨｒを有する参照素子（２０－２）の一端が接続され、第２
の基準抵抗Ｒ２の他端が基準電圧電源に接続され、抵抗ＴＨｒを有する参照素子（２０－
２）の他端がＧｎｄ電位に接続され、第１の基準抵抗Ｒ１と抵抗ＴＨｓ有する検知素子（
２０－１）とのそれぞれの一端同士が接続された第１の接続Ｐ１から第１の出力電圧を出
力し、第２の基準抵抗Ｒ２と抵抗ＴＨｒを有する参照素子（２０－２）とのそれぞれの一
端同士が接続された第２の接続Ｐ２から第２の出力電圧を出力する。ここで、検知素子（
２０－１）と参照素子（２０－２）とに対する外部からの赤外線吸収より発生する熱量以
外の熱的影響を等しくする方が好ましい。このような抵抗差を利用した検知には、ハーフ
ブリッジ回路もしくはフルブリッジ回路を用いる事が多いが、本実施例においては赤外線
量に相当する出力電圧を得る部位に、フルブリッジ回路を用いる事が好ましい。
【００４９】
　ここで、第１および第２の基準抵抗（Ｒ１、Ｒ２）の形状、組成を揃えることで、検知
素子（２０－１）の抵抗ＴＨｓと参照素子（２０－２）の抵抗ＴＨｒとにおける外部から
の赤外線吸収以により発生する熱量以外の熱的影響をほぼ等しくする事が出来る。
【００５０】
　赤外線量に相当する出力電圧Ｐは、第１の接続点Ｐ１からの第１の出力電圧ＶＰ１と第
２の接続点Ｐ２からの出力電圧ＶＰ２の電圧の差すなわち差電圧で得られる。検知素子（
２０－１）の抵抗ＴＨｓと第１の基準抵抗Ｒ１との第１の接続点Ｐ１における第１の出力
電圧ＶＰ１は赤外線量に応じて値が変化する。つまり検知素子（２０－１）の抵抗ＴＨｓ
が赤外線を受けたことによる温度上昇より伴い、抵抗が減少することにより第１の出力電
圧ＶＰ１は小さくなる。一方参照素子（２０－２）の抵抗ＴＨｒと第２の抵抗Ｒ２との第
２の接続点における第２の出力電圧ＶＰ２は赤外線からの影響はほとんど受けず、参照素
子（２０－２）の抵抗ＴＨｒが赤外線以外の周囲温度の変化および放熱しきれない赤外線
からのわずかな影響を伴った変化を示すことになる。従って、第１の出力電圧ＶＰ１と第
２の出力電圧ＶＰ２の電圧の差すなわち差電圧、すなわち出力電圧Ｐは赤外線以外の周囲
温度の影響を低減した赤外線量を示すことになり、出力電圧Ｐが大きいほど感度が良いこ
とを示す。検知素子（２０－１）と参照素子（２０－２）は薄膜サーミスタであり、上述
したように検知素子（２０－１）と参照素子（２０－２）とを隣接で配置した構造の赤外
線温度センサ２０である。
【００５１】
　赤外線量の測定方法としては、所定温度に保持した赤外線温度センサ２０に、実施例１
から実施例３および以下に示す比較例について所定の赤外線を与えた時の、基準電圧Ｖｃ
ｃ（基準電圧電源の電圧）を印可した回路の第１の出力電圧ＶＰ１、第２の出力電圧ＶＰ

２を測定する。
【００５２】
　具体的には、検知素子（２０－１）と参照素子（２０－２）の２つの素子を隣接で配置
した赤外線センサ２０の温度を２５℃に保ち、表面温度４０℃に設定した測定対象として
の平面黒体表面から５ｃｍ離して設置した時の、平面黒体の表面温度に対応する各測定点
の電位すなわち第１の出力電圧ＶＰ１、第２の出力電圧ＶＰ２を測定した。
【００５３】
　実施例１と実施例４の赤外線センサ（２０、２００）の出力特性を比較すると、吸収膜
保護層１０に０．２（Ｗ／℃）の熱伝導率をもつ第２の有機材料を使用した実施例１のセ
ンサ出力と比較して吸収膜保護層１０に５．０（Ｗ／℃）の熱伝導率をもつ第２の有機材
料を使用した実施例４のセンサ出力は１５％程低い結果となった。この出力差は吸収膜保
護層１０の熱伝導率の違いによるものであるが、熱伝導率が２５倍異なる材料を使用して
も、出力は１５％程しか下がらない理由は、吸収膜保護層１０の端部をメンブレン領域の
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内部に形成することで、赤外線から得た熱量を基板側にほとんど逃がすこと無く、感熱膜
に伝えることができたためと考えられる。つまり、高感度となっている。
【００５４】
（比較例１）
　本実施例の効果を比較するために、図３に示すように、吸収膜吸収層９と吸収膜保護層
１０以外の構造を同じにして、吸収膜吸収層９と吸収膜保護層１０を形成しない赤外線セ
ンサ３０を製作して出力を実施例１と比較した。その結果を図６に示す。実施例１と比較
して出力電圧Ｐが６０％低下して４０％となった。吸収膜吸収層９と吸収膜保護層１０を
形成しない状態と比較することにより、実際に吸収膜吸収層９と吸収膜保護層１０の赤外
線吸収効果がわかる。
【００５５】
（比較例２）
　実施例の効果を比較するために、図４に示すように、吸収膜吸収層９と吸収膜保護層１
０以外の構造を同じにして、赤外線吸収膜として一般的に使用されている金黒膜を形成し
、赤外線センサ４０の出力を実施例１と比較した。金黒膜は低圧状態の蒸着法にて形成し
た。その結果を図６に示す。実施例１と比較して出力電圧Ｐが１７％低下して８３％とな
った。この結果より、一般的な吸収膜の金黒膜と比較しても同等以上の出力を得られてい
ることがわかる。なお、金黒膜の膜厚は出力電圧Ｐが最大となる条件、すなわち、ＦＴ―
ＩＲで評価した赤外線透過率が最小となる３μｍとした。
【００５６】
（比較例３）
　本実施例の効果を比較するために、図５に示すように、吸収膜吸収層９を形成した後、
吸収膜保護層１０を赤外線吸収膜吸収層９と同じ材料で形成した。すなわち、吸収膜保護
層１０と吸収膜吸収層９の赤外線透過特性を同等にして赤外線吸収膜を形成した赤外線セ
ンサ５０を製作して、図１７に示すブリッジ回路にて出力特性及び、熱容量の増大による
懸念項目のひとつである赤外線に対する応答速度を実施例１と比較した。結果を図６に示
す。結果、出力電圧Ｐに関しては赤外線透過特性が同等になる為、ほぼ同等の結果であっ
たが、全体の熱容量が増加したこと、および、入射した赤外線の吸収により吸収膜保護層
１０で発生した熱量が薄膜サーミスタに到達する時間が長くなるので赤外線に対する反応
速度、すなわちセンサの応答速度が１０％程悪化することがわかる。
【００５７】
（比較例４）
　本実施例の効果を比較するために、図１３に示すように、吸収膜保護層１０をメンブレ
ン領域の外部まで形成した。又、赤外線センサの多様性を考慮し、最外層膜となる吸収膜
保護層１０の熱伝導率による違いによる特性を比較する為、比較的に熱伝導率の小さい材
料、今回は熱伝導率０．２（Ｗ／ｍ℃）の有機材料、具体的にはポリイミドを使用し、他
の構成は実施例１と同じにして赤外線センサ１３０Ａを形成し、出力を実施例１と比較し
た。その結果を図１８に示す。吸収膜保護層１０をメンブレン領域の外部まで形成すると
、吸収膜保護層１０から基板１に赤外線吸収により発生する熱量の一部が逃げてしまう為
、出力は本実施例１の９５％ほどとなった。
【００５８】
（比較例５）
　本実施例の効果を比較するために、図１４に示すように、吸収膜保護層１０を素子全面
に形成した。尚、赤外線反射膜８を有する参照素子（２０－２）上は入射する赤外線を反
射する役目をもたせなければならない為、検知素子感熱膜４Ｂが存在するエリアのみフォ
トリソグラフィ工程により吸収膜保護層１０を除去した。又、赤外線センサの多様性を考
慮し、最外層膜となる吸収膜保護層１０の熱伝導率による違いによる特性を比較する為、
比較的に熱伝導率の小さい材料、今回は熱伝導率０．２（Ｗ／ｍ℃）の有機材料、具体的
にはポリイミドを使用し、他の構成は実施例１と同じにして赤外線センサ１４０Ａを形成
し、出力を実施例１と比較した。その結果を図１８に示す。吸収膜保護層１０をメンブレ
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ン領域の外部まで形成すると、吸収膜保護層１０から基板１に赤外線吸収により発生する
熱量の一部が逃げてしまう為、出力は本実施例１の９３％ほどとなった。
【００５９】
（比較例６）
　本実施例の効果を比較するために、図１３に示すように、吸収膜保護層１０をメンブレ
ン領域の外部まで形成した。又、赤外線センサの多様性を考慮し、最外層膜となる吸収膜
保護層１０の熱伝導率による違いによる特性を比較する為、熱伝導率５．０（Ｗ／ｍ℃）
をもつシリコーン樹脂系材料を使用し、他の構成は同じにして赤外線センサ１３０Ｂを形
成し、出力を実施例１と比較した。その結果を図１８に示す。吸収膜保護層１０をメンブ
レン領域の外部まで形成すると、吸収膜保護層１０から基板１に赤外線吸収のより発生す
る熱量の一部が逃げてしまう現象は同じであるが、比較例４と比較して熱伝導率の影響を
受けやすくなっていることがわかる。出力は本実施例１の４１％ほどとなった。
【００６０】
（比較例７）
　本実施例の効果を比較するために、図１４に示すように、吸収膜保護層１０を素子全面
に形成した。尚、赤外線反射膜８を有する参照素子（２０－２）上は入射する赤外線を反
射する役目をもたせなければならない為、検知素子感熱膜４Ｂが存在するエリアのみフォ
トリソグラフィ工程により吸収膜保護層１０を除去した。又、赤外線センサの多様性を考
慮し、最外層膜となる吸収膜保護層１０の熱伝導率による違いによる特性を比較する為、
比較例４、比較例５で用いたポリイミドに対して吸水耐性があるが、熱伝導率が高い材料
特性、熱伝導率５．０（Ｗ／ｍ℃）をもつシリコーン樹脂系材料を使用し、他の構成は同
じにして赤外線センサ１４０Ｂを形成し、出力を実施例１と比較した。その結果を図１８
に示す。吸収膜保護層１０をメンブレン領域の外部まで形成すると、吸収膜保護層１０か
ら基板１に赤外線吸収により発生する熱量の一部が逃げてしまう現象は同じであるが、比
較例５と比較して熱伝導率の影響を受けやすくなっていることがわかる。出力は本実施例
１の３９％ほどとなった。
【００６１】
（比較例８）
　実施例の効果を比較するために、吸収膜吸収層９と吸収膜保護層１０を、他の構造を同
じにした状態で薄膜形成工程でのプロセス耐性を比較した。まず、薄膜形成工程における
最終の工程、つまり、絶縁膜２を残存させ、かつ基板にキャビティ（７Ａ、７Ｂ）を形成
した後に吸収膜吸収層９の形成を試みたが、形成時にメンブレン領域の構造物が全て破壊
されてしまった（比較例８－１）。次に保護層６を開口し、取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）
露出部を形成し、露出部上に電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）形成後、すなわち保護層６および
絶縁膜２を残存させ、かつ基板にキャビティ（７Ａ、７Ｂ）を形成する直前に吸収膜吸収
層９を形成したが、電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）は金属であり、ウェファー上には絶縁膜２
の中に島状に点在する為、静電気を帯びてしまう。その静電気が絶縁材料である吸収膜吸
収層９と強固に密着し、吸収膜吸収層９のパターニング形成後も電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ
）形成後の吸収膜吸収層９が残ってしまった為、電気信号の導通がとれずこれも素子形成
できなかった（比較例８－２）。これはその一つ前の工程である赤外線反射膜工程でも金
属反射膜との密着により同じ結果となった（比較例８－３）。最後に保護膜６形成直後に
吸収膜吸収層９のみを本実施例と同じ薄膜形成工程にて形成したが、この工程の後の赤外
線反射膜形成工程にてフォトリソ工程のレジスト剥離に使用する有機溶剤にて吸収膜が無
くなってしまった（比較例８－４）。一連の工程順序を図１９に、素子形成不具合結果を
図２０に示す。
【００６２】
　比較例８－４の問題は吸収膜吸収層９と吸収膜保護層１０の積層構造により解決された
。比較例８－１～比較例８－３に示すように吸収膜吸収層９は最表面に金属が形成される
前に形成することが最善である。吸収膜吸収層９形成の最適なプロセス位置は、取り出し
電極（３Ａ、３Ｂ）が保護膜６で完全に覆われている状態である。この状態であれば、ウ
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静電気は発生していない。しかし、この後のプロセスでは電極ＰＡＤ（５Ａ、５ｂ）、赤
外線反射膜８が取り出し電極（３Ａ、３Ｂ）と同様に、絶縁膜上に島状に点在することに
なり、好ましくない。即ち、本実施例においては保護膜６形成直後に吸収膜吸収層９を形
成することが最適となる。しかし、吸収膜吸収層９のみではその後の薄膜プロセス、例え
ば電極ＰＡＤ（５Ａ、５Ｂ）の形成や赤外線反射膜８の形成時に使用する有機溶剤、及び
酸素プラズマ工程に耐えることができない。この問題は耐溶剤性、耐酸素プラズマ性のあ
る有機材料を選択した吸収膜保護層１０で吸収膜吸収層９を完全に覆うことで解決できる
。そして吸収膜保護層１０の端部をメンブレン領域の内部に形成することにより、実施例
で示した通り、センサ出力の劣化も起きないのである。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　赤外線センサとして多種多様のアプリケーションに利用することができる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　シリコン基板
　２　絶縁膜
　３Ａ　検知素子取出電極
　３Ｂ　参照素子取出電極
　４Ａ　検知素子感熱膜
　４Ｂ　参照素子感熱膜
　５Ａ　検知素子電極ＰＡＤ
　５Ｂ　参照素子電極ＰＡＤ
　６　保護膜
　７Ａ　検知素子キャビティ
　７Ｂ　参照素子キャビティ
　８　赤外線反射膜
　９　吸収膜吸収層
　１０　吸収膜保護層
　２０　赤外線センサ
　２０－１　検知素子
　２０－２　参照素子
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